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国民健康保険料・介護保険料
区　 分 調　 整　 結　 果 対象者 窓　口

国民健康保険料 ・平成17 年度から 「料」に統一
されます。

・保険料率は、平成17 年度
（6 月初め頃）になってから、
告示しお知らせします。

・平成17 年度保険料決定通知
書は、平成17 年6 月中旬まで
に発送します。

・納期は、6 月から翌年3 月ま
で毎月（10回）です。

国民健康保険
被保険者の属
する世帯主

総合支所市民福祉課
市民生活係
または、本庁市民福
祉部市民課国民健康
保険係

介護保険料 ・平成17 年度から、保険料率が
変更となります。

・第1 号被保険者の第3 段階保
険料平均月額（基準額）は、
3, 000円です。（平成18 年から
の3 ヵ年間は、新しい介護保
険事業計画に基づき第3 期保
険料が設定されます。）

・納期は、6 月から翌年3 月ま
で毎月（IO回）です。

介護保険第1
号被保険者

総合支所市民福祉課
健康福祉係
または、本庁市民福
祉部高齢障害課介護
保険室
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受給者証の取扱い
区　 分 調　整　結　果 対象者 窓　 囗

国民健康保険
被保険者証

・住所変更の手続きは必要あ
りません。現在お持ちの受
給者証を3 月31 日までその
まま使用してください。

・一斉更新日を 「平成17 年4
月1 日」とし、3 月中に新
被保険者証を郵送します。

・減額認定証など についても、
上記と同じ取扱いとします。

国民健康保険
被保険者

総合支所市民福祉
課市民生活係
または、本庁市民
福祉部市民課国民
健康保険係

老人医療受給
者証

・住所変更の手続きは必要あ
りません。現在お持ちの受
給者証を7 月31 日までその
まま使用してください。

・一斉更新日を 「平成17 年8
月1 日」とし、7 月中に新
受給者証を郵送します。

・減額認定証など についても、
上記と同じ取扱いとします。

受給資格者 総合支所市民福祉
課市民生活係
または、本庁市民
福祉部市民課年金
医療係

介護保険被保
険者証

・住所変更の手続きは必要あ
りません。ただし、証番号
等が変更となるため、新被
保険者証を郵送します。

・また、減額認定証も併せて
郵送します。

要介護・要支
援の認定を受
けている被保
険者

総合支所市民福祉
課健康福祉係
または、本庁市民
福祉部高齢障害課
介護保険室

・介護サービスを利用されな
い方については影響があり
ませんので、現在の更新日
である 「平成18年4 月1 日」
にあわせて新被保険者証を
郵送します。
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保険者
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